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☆中国知財の最新動向　第11回　中国の電子
　商取引法の制定と知財実務への影響 ……… ⑴

Ⅰ　はじめに
　近年、中国の電子商取引分野は、急速に発展し
ている。「2017年度中国ネットワーク小売市場デー
タモニタリングレポート」（中国語では「2017年度
中国网 零售市 数据 告」）２という統計によ
ると、2017年の中国国内におけるネットワーク小売

市場の規模は７兆1751億元であり、2018年には９兆
3563億元となることが見込まれている。また、2017
年の中国国内におけるオンラインショッピングの
ユーザーの規模は５億3300万人であり、2018年には
５億6000万人となることが見込まれている。2017年
の中国国内におけるB２Cネットワーク小売市場の
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シェアについてみると、「天猫（TMALL）」３がトッ
プで52.7％、「京東（JD.COM）」４が２位で32.5％となっ
ている。また、2017年の輸入越境電子商取引の規模
は１兆7600億元であった。
　中国政府は、電子商取引分野における立法につい
て、2013年末から検討を開始した。電子商取引分野
は非常に広範囲にわたり、且つ、知的財産権、独占
禁止、税金、法的責任、処罰基準、越境電子商取引
等とも密接に関係しているため、電子商取引法の立
法に向けて何度も検討が重ねられ、繰り返し修正案
が作成されたという経緯を経てきた。
　以上のような背景の下、電子商取引の各主体の合
法的権益を保護し、電子商取引の行為を規範化し、
市場秩序を維持し、電子商取引の持続的な発展を促
進するため、2018年８月31日、全国人民代表大会常
務委員会は、「電子商取引法」（以下「本法」という）
を制定・公布した５。本法は、2019年１月１日から
施行される。
　本法の体系は、図表１のとおりである。

図表１：電子商取引法の体系

第�１章　総則
第�２章　電子商取引事業者 第�１節　一般規定

第�２節　�電子商取引プラッ
トフォーム事業者

第�３章　�電子商取引契約の
締結及び履行

第�４章　�電子商取引紛争の
解決

第�５章　電子商取引の促進
第�６章　法律責任
第�７章　附則

Ⅱ　電子商取引法の概要
　全７章、全89条からなる本法の概要は、以下のと
おりである。
１　「電子商取引」の定義及び本法の適用範囲

本法は、中国国内の電子商取引活動に適用され
る（２条１項）。
本法にいう「電子商取引」とは、インターネッ
ト等の情報ネットワークを通じて、商品を販売し
又はサービスを提供する事業活動をいう（２条２
項）。金融商品及びサービス、情報ネットワーク
を利用してニュース情報、音楽動画番組、出版及

び文化製品等のコンテンツを提供するサービスに
は、本法は適用されない（２条３項）。

２　「電子商取引事業者」、「電子商取引プラット

フォーム事業者」及び「プラットフォーム内の事

業者」の定義

本法においては、「電子商取引事業者」、「電子
商取引プラットフォーム事業者」及び「プラット
フォーム内の事業者」という概念が多く用いられ
ている。そこで、これらの概念の定義が重要とい
える。「電子商取引事業者」、「電子商取引プラッ
トフォーム事業者」及び「プラットフォーム内の
事業者」の各概念の関係については、図表２を参
照されたい。

図表２：概念図

本法にいう「電子商取引事業者」とは、インター
ネット等の情報ネットワークを通じて、商品を販
売し又はサービスを提供する事業活動に従事する
自然人、法人、及び非法人組織をいう。これには、
電子商取引プラットフォーム事業者、プラット
フォーム内の事業者、及び自己のウェブサイトそ
の他のネットワークサービスを通じて商品を販売
し又はサービスを提供する電子商取引事業者が含
まれる（９条１項）。
次に、本法にいう「電子商取引プラットフォー
ム事業者」とは、電子商取引において取引双方又
は複数の者のために、ネットワーク事業場所、取
引仲介、情報発信等のサービスを提供し、取引双
方又は複数の者が独立して取引活動を展開できる
ようにする法人又は非法人組織をいう（９条２項）。
さらに、本法にいう「プラットフォーム内の事
業者」とは、電子商取引プラットフォームを通じ
て商品を販売し又はサービスを提供する電子商取
引事業者をいう（９条３項）。
本法の規定や問題点を検討するにあたっては、
これらの概念をしっかりと区別する必要がある。
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